
「豊川市いじめ防止基本方針」の改定について 

                        

【改訂の趣旨】 

 

 国が定める「いじめの防止等のための基本的な方針」が、平成２９年３月に改

定されたことを踏まえ、豊川市におけるいじめ防止等のための対策を一層効果

的に推進するため、「豊川市いじめ防止基本方針」を改定するものです。 

 

 

【主な改定内容】 

 

 １ けんかやふざけ合いであっても、いじめである可能性を認識する必要が

あることを新たに加えた。 

   ※Ｐ２ 「具体的ないじめの態様」に追記 

 

 ２ 学校の組織的対応を徹底することを新たに加えた。 

   ※Ｐ６  「（２）学校におけるいじめ防止等の対策のための組織」の「①

組織の役割」に追記 

 

 ３ いじめが「解消している」状態を新たに加えた。 

   ※Ｐ８ 「いじめが『解消している』状態とは」を追記 

 

 ４ 学校いじめ防止基本方針に基づく取組を学校評価に位置付けて評価し、

いじめ防止等の取組の改善を図ることを新たに加えた。 

   ※Ｐ５ 「（２）いじめ防止等のための取組」の「⑥学校評価等の改善」

の記述に追記 

    Ｐ９ 「⑤学校評価等の改善」を追記 

 

 

【改定案】 

   

  改定案は別添のとおり 
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